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1　

は
じ
め
に

　

あ
る
ラ
ジ
オ
放
送
局
が
、
世
界
的
に
有
名
な
ロ
ッ
ク
グ
ル
ー
プ
﹁
キ
ン
グ
・
ク
リ
ム
ゾ
ン
﹂
を
紹
介
す
る
書
籍
を
発
行
し
た
。
書
籍
の
冒

頭
部
分
は
、
同
グ
ル
ー
プ
結
成
以
降
の
歴
史
が
七
期
に
分
け
て
紹
介
さ
れ
て
お
り
、
同
グ
ル
ー
プ
の
写
真
や
構
成
メ
ン
バ
ー
の
氏
名
が
使
用

さ
れ
て
い
た
。
ま
た
、
そ
の
本
体
部
分
は
、
同
グ
ル
ー
プ
が
リ
リ
ー
ス
し
た
デ
ィ
ス
ク
が
紹
介
さ
れ
て
お
り
、
ジ
ャ
ケ
ッ
ト
の
写
真
と
解
説

文
で
構
成
さ
れ
て
い
た
。
同
グ
ル
ー
プ
の
メ
ン
バ
ー
は
、
こ
の
書
籍
が
、
同
グ
ル
ー
プ
の
許
諾
を
得
ず
に
出
版
さ
れ
た
こ
と
か
ら
、
そ
の
印

刷
及
び
出
版
の
差
止
及
び
損
害
賠
償
を
求
め
る
訴
訟
を
提
起
し
た
。
東
京
地
裁
（
平
成
一
〇
年
一
月
二
一
日
判
決　

判
時
一
六
四
四
―

一
四

一
）
は
、
同
書
籍
が
、﹁
全
体
と
し
て
、
キ
ン
グ
・
ク
リ
ム
ゾ
ン
な
い
し
原
告
の
顧
客
吸
引
力
を
重
要
な
構
成
部
分
と
し
て
成
り
立
っ
て
い

る
と
認
め
ら
れ
る
。﹂
と
し
て
、
パ
ブ
リ
シ
テ
ィ
の
権
利
の
侵
害
を
理
由
に
、
印
刷
及
び
出
版
の
差
止
め
及
び
、
請
求
の
一
部
で
あ
る
四
〇
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万
円
の
損
害
賠
償
を
認
容
し
た
。
こ
れ
に
対
し
、
東
京
高
裁
（
平
成
一
一
年
二
月
二
四
日
判
決　

判
例
集
未
掲
載　

な
お
、
著
作
権
判
例
百

選
（
第
三
版
）
九
七
に
抜
粋
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。）
は
、
パ
ブ
リ
シ
テ
ィ
の
権
利
の
侵
害
は
、﹁
他
人
の
氏
名
、
肖
像
等
を
使
用
す
る
目
的
、

方
法
及
び
態
様
を
全
体
的
か
つ
客
観
的
に
考
察
し
て
、
右
使
用
が
専
ら
他
人
の
氏
名
、
肖
像
等
の
パ
ブ
リ
シ
テ
ィ
の
価
値
に
着
眼
し
そ
の
利

用
を
目
的
と
す
る
行
為
で
あ
る
と
い
え
る
か
否
か
に
よ
り
判
断
す
べ
き
も
の
で
あ
る
。﹂
が
、
同
書
籍
は
こ
の
基
準
を
充
た
さ
な
い
と
し
て
、

パ
ブ
リ
シ
テ
ィ
の
権
利
の
侵
害
を
否
定
し
、
第
一
審
判
決
を
取
り
消
し
原
告
の
各
請
求
を
棄
却
し
た
。

　

同
事
件
は
ロ
ッ
ク
グ
ル
ー
プ
の
パ
ブ
リ
シ
テ
ィ
の
権
利
と
ラ
ジ
オ
放
送
局
の
表
現
の
自
由
が
衝
突
し
た
事
件
と
し
て
注
目
さ
れ
た
。
い
う

ま
で
も
な
く
、表
現
の
自
由
は
民
主
政
を
基
礎
付
け
る
自
由
で
あ
る
か
ら
、憲
法
上
優
越
的
地
位
を
有
し
、他
の
自
由
よ
り
厳
格
な
基
準
（
二

重
の
基
準
の
理
論
）
に
よ
ら
な
け
れ
ば
制
限
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
さ
れ
て
い
る（

1
）。

表
現
の
自
由
が
他
の
利
益
よ
り
も
優
先
さ
れ
る
べ
き

こ
と
は
、
私
法
上
も
同
様
で
あ
り
、﹁
言
論
、
表
現
等
は
他
の
法
益
す
な
わ
ち
名
誉
、
信
用
な
ど
を
侵
害
し
な
い
限
り
で
そ
の
自
由
が
保
障

さ
れ
て
い
る
﹂
と
い
わ
れ
て
き
た

（
2
）。

と
こ
ろ
が
、
本
件
第
一
審
裁
判
所
は
、
当
該
書
籍
が
キ
ン
グ
・
ク
リ
ム
ゾ
ン
の
顧
客
吸
引
力
を
重
要
な

構
成
部
分
と
し
て
利
用
し
て
い
る
こ
と
を
理
由
に
、
ラ
ジ
オ
放
送
局
の
出
版
の
自
由
を
制
限
し
た
。

　

従
来
、
ス
ポ
ー
ツ
選
手
、
俳
優
、
歌
手
な
ど
の
氏
名
・
肖
像
等
は
パ
ブ
リ
シ
テ
ィ
の
権
利
と
し
て
保
護
さ
れ
て
き
た
が
、
そ
の
法
的
性
質

に
つ
い
て
は
、
パ
ブ
リ
シ
テ
ィ
の
価
値
を
排
他
的
に
支
配
す
る
財
産
的
権
利
と
考
え
ら
れ
て
き
た（

3
）。

右
第
一
審
も
パ
ブ
リ
シ
テ
ィ
の
権
利
を

財
産
的
権
利
と
考
え
て
い
る
よ
う
で
あ
る
が
、
仮
に
、
そ
う
で
あ
る
な
ら
、
ラ
ジ
オ
放
送
局
の
表
現
の
自
由
に
優
先
し
て
、
パ
ブ
リ
シ
テ
ィ

の
権
利
を
保
護
し
た
理
由
は
ど
こ
に
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
ま
た
、
控
訴
審
の
採
用
し
た
基
準
の
意
味
は
必
ず
し
も
明
確
で
な
い
が
、
仮
に
そ

の
点
は
お
く
と
し
て
も
、
な
ぜ
、﹁
専
ら
他
人
の
パ
ブ
リ
シ
テ
ィ
価
値
を
利
用
﹂
す
れ
ば
、
そ
の
表
現
の
自
由
は
パ
ブ
リ
シ
テ
ィ
の
権
利
に

敗
れ
て
違
法
と
な
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
よ
う
な
疑
問
に
対
し
て
、
パ
ブ
リ
シ
テ
ィ
の
権
利
の
性
質
を
財
産
的
権
利
と
理
解
す
る
だ
け
で

は
納
得
の
い
く
答
え
は
得
ら
れ
な
い
。

　
（
三
八
二
八
）
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2　

ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
パ
ブ
リ
シ
テ
ィ
の
権
利
の
発
展

　

ア
メ
リ
カ
で
は
、
氏
名
・
肖
像
等
は
、
当
初
新
聞
・
雑
誌
等
の
プ
レ
ス
に
対
す
る
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の
権
利
（the right to be let alone

）

と
し
て
保
護
さ
れ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た（

4
）。

そ
の
後
、
二
〇
世
紀
の
ハ
リ
ウ
ッ
ド
映
画
の
勃
興
と
と
も
に
、
有
名
人
の
氏
名
・
肖
像
等
の
財

産
的
利
益
を
保
護
す
る
必
要
性
が
認
識
さ
れ
、
パ
ブ
リ
シ
テ
ィ
の
権
利
が
生
成
し
て
き
た（

5
）。

　

パ
ブ
リ
シ
テ
ィ
の
権
利
と
い
う
名
称
を
使
用
し
て
、
最
初
に
、
氏
名
・
肖
像
等
の
パ
ブ
リ
シ
テ
ィ
価
値
を
保
護
し
た
裁
判
例
は
、
一
九
五

三
年
のH

aelan L
ab.

事
件
判
決
で
あ
る（

6
）。

　

同
事
件
は
、
あ
る
野
球
選
手
が
チ
ュ
ー
イ
ン
ガ
ム
会
社
に
宣
伝
の
た
め
自
己
の
写
真
利
用
を
許
諾
し
た
と
こ
ろ
、
他
の
ガ
ム
会
社
が
無
断

で
そ
の
選
手
の
写
真
を
宣
伝
に
利
用
し
た
と
い
う
も
の
で
あ
る
。Jerom

e F
rank

判
事
は
、﹁
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の
権
利
か
ら
独
立
し
た
権
利

と
し
て
、
人
は
肖
像
の
パ
ブ
リ
シ
テ
ィ
価
値
に
つ
い
て
権
利
を
有
し
、
こ
の
権
利
を
財
産
的
権
利
と
呼
ぶ
か
ど
う
か
は
別
に
し
て
、
パ
ブ
リ

シ
テ
ィ
の
権
利
と
呼
ぶ
こ
と
が
で
き
る
。﹂
と
し
た
う
え
で
、
続
け
て
、﹁
有
名
人
は
、
肖
像
が
公
開
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
感
情
が

害
さ
れ
た
か
ら
で
は
な
く
、
そ
の
利
用
料
が
支
払
わ
れ
な
か
っ
た
こ
と
に
よ
っ
て
略
奪
さ
れ
た
と
感
じ
る
の
で
あ
る
﹂
と
説
明
し
て
、
財
産

的
利
益
と
し
て
の
パ
ブ
リ
シ
テ
ィ
価
値
を
保
護
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た（

7
）。

　

翌
一
九
五
四
年
、
著
作
権
法
学
者
で
あ
るM

elville B
. N

im
m

er

は
、﹁
パ
ブ
リ
シ
テ
ィ
の
権
利
﹂
と
題
す
る
論
文（

8
）を

発
表
し
た
。
そ
の

中
で
、
同
教
授
は
、
有
名
人
の
氏
名
や
肖
像
が
無
断
で
利
用
さ
れ
た
場
合
に
侵
害
さ
れ
る
利
益
は
、
多
く
の
場
合
、
私
生
活
の
平
穏
で
は
な

く
、
パ
ブ
リ
シ
テ
ィ
価
値
が
無
断
で
利
用
さ
れ
た
こ
と
に
よ
る
経
済
的
利
益
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
、
パ
ブ
リ
シ
テ
ィ
の
権
利
が
プ
ラ
イ
バ

シ
ー
の
権
利
と
は
別
個
の
財
産
的
権
利
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
有
名
人
は
、
パ
ブ
リ
シ
テ
ィ
価
値
を
確
立
す
る
ま
で
に
多
大
の
努

力
と
時
間
を
か
け
て
き
た
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
成
果
は
（the fruit of his labors
）
は
、
財
産
的
権
利
と
し
て
労
働
を
行
っ
た
者
に
帰

　
（
三
八
二
九
）
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属
さ
せ
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
ロ
ッ
ク
学
派
の
思
想
に
根
拠
を
お
く（

9
）。

　

こ
れ
に
対
し
て
、W

illiam
 L

. P
rosser

教
授
は
、
一
九
六
〇
年
、
そ
の
論
文
﹁
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
﹂
の
中
で
、
パ
ブ
リ
シ
テ
ィ
の
権
利
を

プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の
権
利
の
一
類
型
と
位
置
づ
け
た（

10
）。

　

P
rosser

教
授
は
、
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の
権
利
に
関
す
る
不
法
行
為
を
、
①
私
事
へ
立
ち
入
る
こ
と
（Intrusion

）、
②
私
事
を
公
開
す
る
こ

と
（P

ublic disclosure of em
barrassing private facts

）、
③
公
衆
が
誤
解
す
る
よ
う
に
私
事
を
公
開
す
る
こ
と
（P

ublicity w
hich 

places a false light in the public eye

）、
そ
し
て
、
④
人
の
氏
名
や
肖
像
が
利
用
さ
れ
な
い
こ
と
（A

ppropriation

）
の
四
つ
の
類
型

に
分
類
し
た
。
こ
の
四
番
目
の
類
型
が
パ
ブ
リ
シ
テ
ィ
の
権
利
に
相
当
す
る
の
で
あ
る
が
、
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の
権
利
の
一
類
型
と
し
て
と
ら

え
て
い
る
と
こ
ろ
に
特
徴
が
あ
る
。
た
だ
し
、
こ
の
四
番
目
の
類
型
に
よ
っ
て
保
護
さ
れ
る
の
は
人
格
的
利
益
よ
り
も
む
し
ろ
財
産
的
利
益

で
あ
り
、
譲
渡
や
利
用
許
諾
が
可
能
で
あ
る
と
指
摘
し
つ
つ（

11
）、

後
に
述
べ
る
よ
う
に
、
こ
の
点
が
大
事
で
あ
る
の
だ
が
、
四
類
型
が
い
ず
れ

も
人
格
的
権
利
に
関
わ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
否
定
し
て
い
な
い（

12
）。

　

P
rosser

教
授
の
四
類
型
は
後
に
、
他
の
三
類
型
と
異
質
の
も
の
を
混
在
さ
せ
て
い
る
と
批
判
さ
れ
、
学
説
の
展
開
は
、
パ
ブ
リ
シ
テ
ィ

の
権
利
を
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の
権
利
か
ら
独
立
し
た
別
個
の
財
産
的
権
利
と
考
え
る
方
向
に
向
か
う
こ
と
に
な
る
。

　

現
在
で
も
こ
の
権
利
を
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の
権
利
と
別
個
の
財
産
的
権
利
と
理
解
す
る
考
え
方
が
有
力
で
あ
る

（
13
）。

　

し
か
し
、
人
の
属
性
で
あ
る
氏
名
や
肖
像
に
関
す
る
権
利
を
こ
の
よ
う
に
財
産
的
権
利
と
し
て
割
り
切
る
こ
と
は
可
能
な
の
で
あ
ろ
う

か
。
遡
っ
て
考
え
て
み
る
と
、
氏
名
・
肖
像
等
は
、
人
格
権
若
し
く
は
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の
権
利
と
し
て
保
護
さ
れ
て
き
た
。
こ
の
生
い
立
ち

か
ら
み
て
も
、
氏
名
・
肖
像
等
か
ら
人
格
権
的
要
素
を
洗
い
流
し
、
純
粋
に
財
産
的
利
益
と
し
て
の
パ
ブ
リ
シ
テ
ィ
価
値
の
み
を
保
護
す
る

こ
と
に
は
疑
問
が
残
る
。

　

む
し
ろ
、P

rosser

教
授
の
分
類
こ
そ
、
パ
ブ
リ
シ
テ
ィ
の
権
利
の
本
質
を
理
解
す
る
う
え
で
重
要
で
は
な
か
ろ
う
か
。M

cC
arty

教
授

　
（
三
八
三
〇
）
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が
同
分
類
を
批
判
す
る
に
あ
た
っ
て
、
正
し
く
指
摘
し
た
よ
う
に
、P

rosser

教
授
は
、
こ
の
四
番
目
の
類
型
に
よ
っ
て
、
強
弱
の
差
は
あ

っ
て
も
、
商
業
的
利
益
（com

m
ercial interest

）
と
と
も
に
人
格
的
利
益
（personal dignity interest

）
も
併
せ
て
保
護
し
よ
う
と
し

た
の
で
あ
る（

14
）。

む
し
ろ
、
有
名
人
の
氏
名
・
肖
像
等
に
は
、
財
産
的
利
益
と
人
格
的
利
益
に
係
わ
る
属
性
が
並
存
し
て
い
る
と
考
え
る
の
が

相
当
で
は
な
い
か
。

　

ア
メ
リ
カ
で
は
、
近
時
、
カ
ン
ト
学
派
や
ポ
ス
ト
モ
ダ
ニ
ズ
ム
の
立
場
等
か
ら
、
パ
ブ
リ
シ
テ
ィ
の
権
利
の
人
格
権
的
要
素
に
注
目
す
る

見
解
が
有
力
に
な
っ
て
き
て
い
る（

15
）。

　

そ
の
一
人
で
あ
るM

ark P. M
cK

enna

教
授
は
、﹁
パ
ブ
リ
シ
テ
ィ
の
権
利
と
自
律
的
自
己
定
義
の
権
利（

16
）﹂

の
中
で
、
ポ
ス
ト
モ
ダ
ニ
ズ

ム
の
立
場
か
ら
、
パ
ブ
リ
シ
テ
ィ
の
権
利
は
、
財
産
的
権
利
で
あ
る
だ
け
で
な
く
、
自
律
権
と
し
て
の
自
己
定
義
の
権
利
で
も
あ
る
こ
と
を

明
ら
か
に
し
た（

17
）。

　

米
国
の
有
名
な
シ
ン
ガ
ソ
ン
グ
・
ラ
イ
タ
ー
で
あ
る
ト
ム
・
ウ
ェ
イ
ツ
や
、
歌
手
で
あ
り
女
優
で
あ
る
ベ
ッ
ト
・
ミ
ド
ラ
ー
は
、
商
品
コ

マ
ー
シ
ャ
ル
に
出
演
し
な
い
こ
と
で
知
ら
れ
て
い
る（

18
）。M

cK
enna

教
授
の
分
析
に
よ
る
と
、
彼
ら
が
コ
マ
ー
シ
ャ
ル
に
出
演
し
な
い
の
は
、

氏
名
・
肖
像
等
の
パ
ブ
リ
シ
テ
ィ
価
値
の
商
業
的
利
用
に
関
し
て
十
分
な
利
用
料
が
得
ら
れ
な
い
か
ら
で
は
な
く
、
商
品
コ
マ
ー
シ
ャ
ル
に

出
演
す
る
こ
と
で
、
特
定
の
商
品
と
の
関
連
付
け
（associations

）
が
な
さ
れ
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
彼
ら
の
芸
術
家
と
し
て
の
本
来
の
姿

（integrity

）
が
傷
つ
け
ら
れ
る
と
考
え
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
関
連
付
け
を
回
避
す
る
こ
と
で
、
芸
術
家
と
し
て
の
同
一
性
を
保

持
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
、
財
産
的
権
利
と
し
て
の
パ
ブ
リ
シ
テ
ィ
の
権
利
の
侵
害
は
問
題
に
な
ら
な
い
。

　

こ
の
自
律
的
自
己
定
義
の
権
利
を
理
解
す
る
に
は
、
次
の
説
明
が
分
か
り
や
す
い
。

“…
unauthorized use of her identity interferes w

ith her autonom
y because the third party takes at least partial 

control over the m
eaning associated w

ith her. （
19
）” 
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情
報
化
社
会
に
お
い
て
個
人
の
属
性
に
関
す
る
情
報
を
自
律
的
に
決
定
す
る
利
益
を
保
護
し
よ
う
と
す
る
提
案
で
あ
り
示
唆
に
と
ん
で
い

る（
20
）。

3　

わ
が
国
に
お
け
る
パ
ブ
リ
シ
テ
ィ
の
権
利
の
議
論
の
状
況

　

わ
が
国
で
は
、
パ
ブ
リ
シ
テ
ィ
の
権
利
は
、
ス
ポ
ー
ツ
選
手
や
俳
優
等
の
有
名
人
の
氏
名
・
肖
像
等
の
顧
客
吸
引
力
が
も
つ
経
済
的
利
益

な
い
し
価
値
を
排
他
的
に
支
配
す
る
財
産
的
権
利
で
あ
る
と
定
義
さ
れ（

21
）、

人
格
権
と
し
て
の
氏
名
・
肖
像
権
と
は
別
個
の
財
産
的
権
利
と
と

ら
え
る
見
解
が
有
力
で
あ
る（

22
）。

　

こ
れ
に
対
し
て
、
財
産
的
権
利
と
と
ら
え
る
見
解
に
対
し
て
は
、
根
強
い
反
論
が
あ
る
。
大
家
重
夫
教
授
は
、
パ
ブ
リ
シ
テ
ィ
の
権
利
は
、

﹁
財
産
的
権
利
と
い
っ
て
も
完
全
な
財
産
的
権
利
で
は
な
く
、
人
格
権
の
色
彩
も
色
濃
く
残
し
た
財
産
的
権
利
で
あ
り
、
こ
の
人
格
権
的
色

彩
の
部
分
に
よ
り
差
し
止
め
請
求
が
可
能
と
解
せ
ら
れ
よ
う
。﹂
と
し
て
、
財
産
的
権
利
と
し
て
の
性
格
と
同
時
に
人
格
権
と
し
て
の
性
格

を
有
し
て
い
る
と
さ
れ
て
い
る（

23
）。

同
教
授
の
い
う
﹁
人
格
権
の
色
彩
を
残
し
た
財
産
的
権
利
﹂
と
い
う
表
現
か
ら
は
、
こ
れ
を
一
個
の
権
利

と
み
て
い
る
か
の
よ
う
で
あ
る
が
、
同
教
授
は
、
別
の
機
会
に
は
、﹁
人
格
権
た
る
肖
像
権
と
肖
像
パ
ブ
リ
シ
テ
ィ
権
は
水
面
下
で
は
繋
が

っ
て
い
よ
う
が
、
水
面
上
で
は
別
個
の
権
利
で
あ
る
﹂（
コ
ピ
ラ
イ
ト
二
〇
〇
六
・
一
二
、
四
二
頁
）
と
も
い
っ
て
お
ら
れ
る
こ
と
か
ら
す

る
と
、
権
利
を
二
個
と
考
え
て
お
ら
れ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

　

五
十
嵐
清
教
授
は
、﹁
パ
ブ
リ
シ
テ
ィ
権
の
人
格
権
法
に
お
け
る
特
殊
性
を
理
解
す
る
の
に
や
ぶ
さ
か
で
は
な
い
が
、
今
の
と
こ
ろ
、
そ

れ
を
人
格
権
、
特
に
氏
名
権
と
肖
像
権
の
一
部
と
し
て
位
置
づ
け
た
い
。
差
止
め
を
認
め
る
根
拠
と
し
て
は
そ
れ
で
十
分
で
あ
る
し
、
損
害

賠
償
に
つ
い
て
も
、
も
と
も
と
人
格
権
の
侵
害
に
よ
り
財
産
的
損
害
の
発
生
す
る
こ
と
は
珍
し
く
な
い
の
で
（
た
と
え
ば
、
信
用
毀
損
）、

　
（
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理
論
的
障
害
に
は
な
ら
な
い
。﹂
と
さ
れ
て
、
人
格
権
と
し
て
一
元
的
に
構
成
さ
れ
る（

24
）。

人
格
権
が
、
財
産
的
利
益
の
保
護
を
排
除
す
る
も

の
で
な
い
こ
と
を
指
摘
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
に
意
味
が
あ
る
。

　

更
に
、
斉
藤
博
教
授
は
、
財
産
的
権
利
と
し
て
の
氏
名
・
肖
像
権
を
、
人
格
権
と
し
て
の
そ
れ
と
は
区
別
さ
れ
る
べ
き
こ
と
を
主
張
さ
れ
、

氏
名
・
肖
像
利
用
権
と
い
う
別
個
の
権
利
概
念
を
た
て
て
お
ら
れ
る
。
両
者
の
関
係
に
つ
い
て
は
、﹁
氏
名
・
肖
像
を
個
人
の
属
性
、
そ
れ
も
、

人
格
価
値
を
表
す
も
の
と
す
る
こ
れ
ま
で
の
認
識
の
延
長
線
上
に
財
産
価
値
を
認
識
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
敢
え
て
こ
れ
を
行
お
う
と
す

れ
ば
、
人
格
価
値
を
有
す
る
氏
名
・
肖
像
を
売
り
物
に
す
る
こ
と
と
な
っ
て
し
ま
う
。
そ
こ
で
、
ま
ず
は
、
氏
名
・
肖
像
に
人
格
価
値
か
ら

独
立
し
た
財
産
価
値
の
存
す
る
旨
の
認
識
が
別
途
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。﹂
と
し
て
、
人
格
権
と
利
用
権
を
完
全
に
別
個
の
権
利
と

し
た
う
え
で
、
財
産
的
権
利
と
し
て
の
利
用
権
に
差
止
請
求
を
認
め
る
根
拠
を
模
索
す
る
と
い
う
立
場
を
取
っ
て
お
ら
れ
る（

25
）。

　

こ
の
よ
う
に
、
わ
が
国
に
お
け
る
パ
ブ
リ
シ
テ
ィ
の
権
利
の
法
的
性
質
に
関
す
る
議
論
は
諸
説
が
乱
立
し
、
百
家
争
鳴
の
感
が
あ
る
。

　

高
度
情
報
化
社
会
に
お
い
て
は
、
氏
名
・
肖
像
等
の
人
の
属
性
に
関
し
て
保
護
さ
れ
る
利
益
の
内
容
は
多
様
化
し
て
お
り
、
必
ず
し
も
人

格
権
を
狭
く
と
ら
え
て
財
産
的
利
益
の
保
護
は
内
包
し
な
い
と
考
え
る
必
要
は
な
い
の
で
は
な
い
か（

26
）。

さ
ら
に
、
後
に
述
べ
る
試
論
の
よ
う

に
包
括
的
権
利
と
し
て
構
成
す
れ
ば
、
財
産
的
利
益
を
保
護
す
る
権
利
を
譲
渡
し
て
も
、
人
格
的
利
益
を
保
護
す
る
権
利
は
一
身
専
属
権
と

し
て
本
人
に
残
る
か
ら
、﹁
人
格
価
値
を
有
す
る
氏
名
・
肖
像
を
売
り
物
に
す
る
﹂
と
い
う
結
果
に
も
な
ら
な
い
。

　

ま
た
、
二
個
説
に
た
つ
財
産
的
権
利
説
の
課
題
は
、
差
止
請
求
を
認
め
る
根
拠
を
明
ら
か
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
で
あ
る
。
さ
ら

に
、
表
現
の
自
由
と
の
関
係
で
何
故
財
産
的
権
利
と
し
て
の
パ
ブ
リ
シ
テ
ィ
の
権
利
が
優
越
す
る
場
合
が
あ
る
の
か
を
説
明
で
き
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

　

こ
の
点
、
井
上
由
里
子
教
授
は
、
独
自
の
観
点
か
ら
、
不
正
競
争
防
止
法
等
の
標
識
法
の
理
論
を
適
用
し
て
差
止
請
求
の
根
拠
を
模
索
さ

れ
て
い
る（

27
）。

し
か
し
、
表
示
等
標
識
の
誤
認
混
同
の
問
題
と
、
氏
名
・
肖
像
等
の
人
の
属
性
の
保
護
の
問
題
は
、
お
の
ず
か
ら
議
論
の
局
面

　
（
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が
異
な
り
、
別
個
の
問
題
と
考
え
る
の
が
相
当
で
あ
る
。

4　

わ
が
国
に
お
け
る
氏
名
・
肖
像
権
の
保
護
と
人
格
権

　

わ
が
国
で
は
、
氏
名
権
は
、
沿
革
的
に
は
、
人
格
権
と
し
て
認
め
ら
れ
て
き
た（

28
）。

最
高
裁
は
、
Ｎ
Ｈ
Ｋ
外
国
人
氏
名
日
本
語
読
み
事
件
（
昭

和
六
三
年
二
月
一
六
日
三
小
判　

民
集
四
二
―

二
―

二
七
、
判
時
一
二
六
六
―

九
）
で
、﹁
氏
名
は
、
社
会
的
に
見
れ
ば
、
個
人
を
他
人
か
ら

識
別
し
特
定
す
る
機
能
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
同
時
に
、
そ
の
個
人
か
ら
見
れ
ば
、
人
が
個
人
と
し
て
尊
重
さ
れ
る
基
礎
で
あ
り
、
そ

の
個
人
の
人
格
の
象
徴
で
あ
っ
て
、人
格
権
の
一
内
容
を
構
成
す
る
も
の
で
あ
る
。﹂
と
し
て
、氏
名
権
を
人
格
権
と
し
て
位
置
づ
け
て
い
る
。

　

憲
法
上
の
基
本
的
人
権
と
し
て
の
肖
像
権
に
つ
い
て
は
、
最
高
裁
（
京
都
府
学
連
事
件
昭
和
四
四
年
一
二
月
二
四
日
大
判　

刑
集
二
三
―

一
二
―

一
六
二
五
、
判
時
五
七
七
―

一
八
）
は
、﹁
個
人
の
私
生
活
上
の
自
由
の
一
つ
と
し
て
、
何
人
に
も
、
そ
の
承
諾
な
し
に
、
み
だ
り
に

そ
の
容
貌
・
姿
態
を
撮
影
さ
れ
な
い
自
由
を
有
す
る
も
の
と
ゆ
う
べ
き
で
あ
る
。﹂
と
し
て
憲
法
一
三
条
の
幸
福
追
求
権
の
一
内
容
と
捉
え

て
い
る
。
私
法
上
の
肖
像
権
に
つ
い
て
は
、
家
庭
用
サ
ウ
ナ
の
宣
伝
広
告
に
消
費
者
の
顔
写
真
と
氏
名
が
、
一
〇
〇
名
程
度
の
他
の
消
費
者

と
と
も
に
掲
載
す
る
と
い
う
当
初
の
条
件
と
違
う
形
で
掲
載
さ
れ
た
と
い
う
事
案
で
、
東
京
地
裁
は
、﹁
人
が
そ
の
意
思
に
反
し
て
氏
名
を

使
用
さ
れ
ず
、
ま
た
肖
像
を
他
人
の
目
に
さ
ら
さ
れ
ず
に
い
ら
れ
る
自
由
は
法
的
保
護
に
値
す
る
﹂
と
し
て
慰
謝
料
請
求
を
認
容
し
た
例
が

あ
る（

29
）。

こ
れ
は
肖
像
を
人
格
権
の
一
内
容
と
し
て
保
護
し
た
も
の
で
あ
る
と
い
え
る
。

　

な
お
、
下
級
審
判
例
の
中
に
は
、
肖
像
権
を
人
格
権
と
し
て
構
成
す
る
も
の
が
多
い
が
、
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の
権
利
と
し
て
と
ら
え
て
い
る

判
例
も
あ
る（

30
）。
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人
格
権
は
人
格
的
利
益
を
法
的
に
保
護
す
る
権
利
と
い
わ
れ
、
人
間
の
尊
厳
及
び
人
格
の
自
由
な
発
展
に
根
拠
を
お
く
も
の
で
あ
る（

31
）。

　

人
格
権
の
内
容
は
、
生
命
、
身
体
、
健
康
、
自
由
、
自
己
情
報
、
名
誉
、
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
、
氏
名
、
肖
像
、
平
穏
な
生
活
な
ど
を
守
る
権

利
と
解
す
る
の
が
一
般
的
で
あ
る（

32
）。

　

物
権
的
請
求
権
と
同
様
に
、
侵
害
行
為
に
対
し
て
差
止
請
求
権
が
認
め
ら
れ
る
と
こ
ろ
に
法
技
術
的
意
味
が
あ
る（

33
）。

ド
イ
ツ
民
法
は
、
八

二
三
条
一
項
で
絶
対
権
に
つ
い
て
規
定
を
お
い
て
お
り
、﹁
そ
の
他
の
権
利
﹂
と
い
う
文
言
に
は
一
般
的
人
格
権
が
含
ま
れ
て
い
る
と
解
さ

れ
て
い
る
。
従
っ
て
、
ド
イ
ツ
民
法
の
解
釈
と
し
て
は
、
一
般
的
人
格
権
は
絶
対
権
と
解
さ
ざ
る
を
得
な
い
。

　

し
か
し
、
わ
が
国
に
お
い
て
は
人
格
権
が
絶
対
権
で
あ
る
と
の
実
定
法
上
の
強
制
は
な
い
か
ら
、
必
ず
し
も
頑
な
に
絶
対
権
性
に
固
執
す

る
必
要
は
な
く
、
弾
力
的
な
利
害
の
調
整
が
可
能
で
あ
る
。
実
際
上
も
、
人
格
権
に
内
包
さ
れ
て
い
る
利
益
の
性
質
に
着
眼
し
て
、
生
命
、

身
体
、
健
康
、
自
由
を
絶
対
的
人
格
権
と
し
、
そ
れ
以
外
の
も
の
を
相
対
的
人
格
権
と
す
る
見
解
が
あ
る（

34
）。

こ
の
見
解
に
よ
れ
ば
、
例
え
ば
、

不
法
行
為
の
成
否
に
関
し
て
は
、
絶
対
的
人
格
権
は
、
権
利
侵
害
が
形
式
的
に
で
も
あ
れ
ば
不
法
行
為
が
成
立
す
る
が
、
相
対
的
人
格
権
の

場
合
は
、
不
法
行
為
の
成
否
を
総
合
的
に
考
察
し
て
判
断
す
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
衝
突
す
る
利
益
を
柔
軟
に
調
整
す
る
こ
と
が
可
能
に

な
る
。
確
か
に
、
名
誉
、
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
、
氏
名
、
肖
像
は
、
生
命
、
身
体
、
健
康
、
自
由
と
異
な
り
、
形
式
的
に
権
利
が
侵
害
さ
れ
た
と

い
う
だ
け
で
は
必
ず
し
も
当
然
に
違
法
と
な
る
も
の
で
は
な
く
、
公
共
の
福
祉
や
表
現
の
自
由
な
ど
の
他
の
利
益
と
比
較
考
量
を
行
い
総
合

的
に
違
法
性
の
判
断
を
行
な
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
場
合
に
は
、相
対
的
人
格
権
概
念
は
有
効
で
あ
る（

35
）。

特
に
、

後
に
述
べ
る
よ
う
に
、
氏
名
・
肖
像
の
財
産
的
利
益
と
人
格
的
利
益
が
併
存
す
る
場
合
な
ど
に
は
、
他
の
法
益
と
の
弾
力
的
な
利
害
の
調
整

が
可
能
に
な
る
。

　

た
だ
、
絶
対
的
人
格
権
と
相
対
的
人
格
権
の
間
に
明
確
な
境
界
線
を
示
す
こ
と
は
必
ず
し
も
容
易
で
な
い
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
か
ら
、
本

来
絶
対
権
と
し
て
強
く
保
護
さ
れ
て
き
た
人
格
的
利
益
が
、
相
対
権
と
い
う
曖
昧
な
概
念
を
導
入
す
る
こ
と
で
、
絶
対
権
と
し
て
の
人
格
権
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の
効
力
が
弱
め
ら
れ
る
お
そ
れ
が
あ
る
。
そ
こ
に
こ
の
見
解
の
克
服
す
べ
き
課
題
が
あ
る
と
い
え
る
。

5　

人
格
権
と
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の
権
利
の
関
係

　

プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の
権
利
の
保
護
の
歴
史
は
、
一
九
世
紀
後
半
、
ウ
ォ
ー
レ
ン
及
び
ブ
ラ
ン
ダ
イ
ス
の
﹁
一
人
で
ほ
っ
て
お
い
て
も
ら
う
権

利
﹂
か
ら
出
発
し
た
が
、
そ
の
後
、
二
〇
世
紀
に
お
け
る
情
報
化
社
会
の
到
来
と
と
も
に
、
こ
の
権
利
は
大
い
に
変
容
し
て
来
た
。
積
極
的

に
自
己
の
情
報
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
権
利
と
し
て
、
死
ぬ
権
利
、
堕
胎
の
自
由
な
ど
私
的
な
事
柄
を
自
律
的
に
自
己
決
定
す
る
権
利
と
し

て
、
多
様
な
内
容
を
含
む
こ
と
に
な
っ
た（

36
）。

　

わ
が
国
で
は
、
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の
権
利
は
、﹁
宴
の
あ
と
﹂
事
件
判
決（

37
）で

、﹁
私
生
活
を
み
だ
り
に
公
開
さ
れ
な
い
法
的
保
障
な
い
し
権
利
﹂

と
し
て
認
め
ら
れ
た
が
、
そ
の
後
、
最
高
裁
も
、
住
民
基
本
台
帳
事
件
で
、﹁
自
己
情
報
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
権
は
人
格
権
の
一
内
容
で
あ
る
プ

ラ
イ
バ
シ
ー
の
権
利
﹂
と
し
て
い
る
（
最
判
平
成
二
〇
年
三
月
六
日
判
決
民
集
62－

3－

665
）

（
38
）。

　

憲
法
学
者
の
間
で
も
、
ア
メ
リ
カ
と
同
様
に
、
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の
権
利
の
内
容
を
、﹁
自
己
に
関
す
る
情
報
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
権
利
﹂

と
し
て
と
ら
え
る
見
解
が
有
力
で
あ
る（

39
）。

　

で
は
、
人
格
権
と
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の
権
利
と
の
関
係
を
ど
の
よ
う
に
理
解
す
れ
ば
よ
い
の
だ
ろ
う
か
。

　

斉
藤
博
教
授
は
、﹁
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の
権
利
を
大
陸
法
的
な
枠
組
み
の
中
で
把
握
し
、
あ
る
程
度
そ
の
内
包
外
延
を
確
か
め
た
上
で
、
人

格
権
の
法
体
系
の
中
に
位
置
づ
け
る
ほ
う
が
妥
当
の
よ
う
に
思
う
﹂
と
し
て
い
る
（
判
例
評
論
五
八
五
―

三
八
）。

　

こ
れ
に
対
し
て
、
潮
見
佳
男
教
授
は
、
人
格
権
を
、
①
個
人
の
自
律
・
自
己
決
定
の
保
障
、
行
動
の
自
由
、
思
想
・
信
条
の
自
由
の
保
障

　
（
三
八
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を
内
容
と
す
る
﹁
人
格
の
自
由
な
展
開
の
保
障
﹂
と
、
②
氏
名
・
肖
像
な
ど
の
保
障
を
内
容
と
す
る
﹁
個
人
の
私
的
生
活
領
域
の
平
穏
の
保

護
﹂
を
目
的
と
す
る
権
利
で
あ
る
と
し
、
人
格
権
を
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の
権
利
と
し
て
議
論
し
よ
う
と
す
る（

40
）。

こ
の
見
解
は
、
人
格
権
を
、
自

己
決
定
権
と
い
う
個
人
の
人
格
の
自
由
展
開
を
保
障
す
る
権
利
と
し
て
の
﹁
人
格
の
動
的
安
全
﹂
と
、
自
己
情
報
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
と
い
う

﹁
人
格
の
静
的
安
全
﹂
と
で
構
成
す
る
こ
と
で
、
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の
権
利
と
同
様
の
内
容
を
盛
り
込
み
、
衝
突
す
る
他
の
利
益
と
の
調
整
を

試
み
て
い
る（

41
）。

　

伊
藤
正
巳
教
授
も
、
憲
法
上
の
観
点
で
は
あ
る
が
、
同
様
に
、﹁
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の
権
利
を
（
表
現
の
自
由
と
の
関
係
で
）
総
合
的
に
考

察
す
る
場
合
に
は
、
肖
像
権
や
氏
名
権
を
含
め
て
考
え
て
よ
い
と
思
わ
れ
る
﹂
と
し
て
、
氏
名
・
肖
像
権
を
人
格
権
で
は
な
く
、
プ
ラ
イ
バ

シ
ー
の
権
利
の
中
で
考
察
し
よ
う
と
し
て
い
る
（﹁
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の
保
護
と
表
現
の
自
由
﹂（
憲
法
の
判
例
第
三
版
一
九
七
七
年
一
二
五

頁
）。

　

こ
の
よ
う
に
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の
権
利
を
包
括
的
な
権
利
と
し
て
多
様
な
内
容
を
含
む
と
解
す
る
こ
と
を
前
提
に
し
て
、
従
来
、
人
格
権
と

し
て
保
護
さ
れ
て
来
た
利
益
を
、
自
己
の
情
報
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
権
利
と
し
て
保
護
す
る
こ
と
は
十
分
に
説
得
的
で
あ
る
と
い
え
る
。

複
雑
に
利
益
が
衝
突
す
る
現
代
社
会
の
あ
る
場
面
で
は
、
権
利
は
相
対
化
さ
れ
ざ
る
を
得
な
い
し
、
そ
の
権
利
の
内
容
を
一
義
的
に
決
す
る

こ
と
も
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。

　

こ
の
観
点
か
ら
は
、
む
し
ろ
、
表
現
の
自
由
、
報
道
の
自
由
、
公
共
の
利
益
、
そ
の
ほ
か
の
他
人
の
利
益
と
の
間
で
、
衝
突
す
る
利
益
を

総
合
的
に
比
較
考
量
す
る
に
は
、
権
利
範
囲
が
明
確
で
あ
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
人
格
権
よ
り
も
、
多
様
な
権
利
内
容
を
含
み
且
つ
利
益
調

整
に
馴
染
み
や
す
い
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の
権
利
と
し
て
構
成
す
る
ほ
う
が
妥
当
で
あ
る
と
も
い
え
る
。

　

も
っ
と
も
、
い
ず
れ
の
概
念
を
使
用
し
て
も
、
氏
名
・
肖
像
等
の
人
格
的
利
益
の
保
護
内
容
に
差
が
生
じ
る
わ
け
で
は
な
く
、
権
利
の
内

容
を
整
理
す
る
う
え
で
ど
ち
ら
が
使
い
や
す
い
か
と
い
う
問
題
は
あ
る
に
し
て
も
、
あ
ま
り
実
益
の
あ
る
議
論
で
は
な
い
か
も
し
れ
な
い
。

　
（
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た
だ
、
わ
が
国
で
は
、
体
系
的
に
は
大
陸
法
の
枠
組
み
と
し
て
の
人
格
権
と
し
て
氏
名
権
・
肖
像
権
が
形
成
さ
れ
て
き
た
こ
と
、
最
高
裁
が

プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の
権
利
を
﹁
人
格
権
の
一
内
容
﹂
と
し
て
認
め
て
い
る
こ
と
か
ら
す
る
と
、
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の
権
利
の
自
律
的
自
己
決
定
権

と
し
て
の
発
展
状
況
に
は
魅
力
が
あ
る
が
、
こ
こ
は
、
人
格
権
と
し
て
構
成
し
て
お
き
た
い
。

6　

包
括
的
権
利
と
し
て
の
構
成

　

高
度
情
報
化
社
会
に
お
い
て
は
、
個
人
情
報
が
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
通
じ
て
、
第
三
者
に
収
拾
・
利
用
・
公
表
さ
れ

侵
害
さ
れ
る
お
そ
れ
が
高
い
。
こ
の
よ
う
な
社
会
に
お
け
る
氏
名
・
肖
像
等
の
人
の
属
性
の
保
護
は
、
財
産
的
利
益
へ
の
配
慮
だ
け
で
は
十

分
で
な
い
。
高
度
情
報
化
社
会
に
お
け
る
、
氏
名
・
肖
像
等
の
人
の
属
性
は
、
人
格
的
利
益
及
び
財
産
的
利
益
の
保
護
と
い
う
両
観
点
か
ら

考
察
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

氏
名
・
肖
像
等
の
人
の
属
性
に
係
わ
る
多
様
な
利
益
を
保
護
す
る
た
め
に
は
、
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の
権
利
の
発
展
過
程
に
お
い
て
み
た
よ
う

に
、
多
様
な
利
益
を
包
含
す
る
包
括
的
な
権
利
構
成
が
有
用
で
あ
る
。
わ
が
国
に
お
い
て
も
、
既
に
、
憲
法
の
分
野
で
は
、
自
己
情
報
を
コ

ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
権
利
と
し
て
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の
権
利
を
構
成
す
る
立
場
だ
け
で
な
く
、
私
法
の
分
野
で
も
、
人
格
権
若
し
く
は
プ
ラ
イ
バ

シ
ー
の
権
利
と
し
て
、
包
括
的
権
利
性
を
認
め
る
見
解
が
有
力
に
主
張
さ
れ
て
い
る（

42
）。

こ
の
こ
と
か
ら
す
る
と
、
氏
名
・
肖
像
等
人
の
属
性

の
利
用
に
つ
い
て
も
包
括
的
な
権
利
構
成
を
試
み
る
こ
と
は
、
異
例
の
こ
と
で
は
な
い
。

　

ま
た
、
氏
名
・
肖
像
等
の
人
の
属
性
の
利
用
の
態
様
は
千
差
万
別
で
、
財
産
的
利
益
と
人
格
的
利
益
の
い
ず
れ
が
侵
害
さ
れ
た
か
を
概
念

的
に
区
別
す
る
こ
と
は
困
難
な
こ
と
が
多
い
。
例
え
ば
、
ス
ポ
ー
ツ
選
手
、
俳
優
、
歌
手
等
の
有
名
人
が
、
第
三
者
に
そ
の
氏
名
、
肖
像
、
声
、

容
姿
、
か
け
声
等
の
属
性
を
商
業
的
に
利
用
さ
せ
よ
う
と
す
る
場
合
、
得
ら
れ
る
財
産
的
利
益
と
は
別
に
、
属
性
が
、
ど
の
よ
う
な
企
業
に

　
（
三
八
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よ
っ
て
、
ど
の
よ
う
な
媒
体
を
通
し
て
、
ど
の
よ
う
な
宣
伝
手
法
で
利
用
さ
れ
る
の
か
に
も
関
心
を
示
す
こ
と
が
あ
る
。
例
え
ば
、
女
優
ジ

ェ
ー
ン
・
フ
ォ
ン
ダ
は
ベ
ト
ナ
ム
反
戦
運
動
家
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
が
、
彼
女
は
兵
器
産
業
の
Ｃ
Ｍ
に
は
出
な
い
で
あ
ろ
う
し
、
Ｃ
Ｍ
の

内
容
が
戦
争
を
鼓
舞
す
る
よ
う
な
も
の
な
ら
当
然
修
正
を
求
め
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
、
パ
ブ
リ
シ
テ
ィ
の
権
利
の
商
業
的
利
用
に
関

し
て
も
、
人
格
的
利
益
と
し
て
の
自
律
的
自
己
決
定
の
利
益
の
保
護
が
問
題
に
な
る
。
プ
ロ
ゴ
ル
フ
ァ
ー
の
タ
イ
ガ
ー
・
ウ
ッ
ズ
は
、
ス
ポ

ー
ツ
用
品
の
ナ
イ
キ
の
広
告
塔
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
が
、
ナ
イ
キ
が
か
つ
て
ア
ジ
ア
で
の
幼
児
労
働
で
糾
弾
さ
れ
た
事
実
を
重
視
す
る
な

ら
、
タ
イ
ガ
ー
・
ウ
ッ
ズ
は
、
自
己
の
イ
メ
ー
ジ
と
ナ
イ
キ
の
イ
メ
ー
ジ
が
関
連
づ
け
ら
れ
る
こ
と
（associations

）
を
欲
し
な
か
っ
た

だ
ろ
う
。
北
村
行
夫
弁
護
士
の
﹁
あ
る
氏
名
や
肖
像
が
広
告
や
サ
ー
ビ
ス
と
結
び
つ
け
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
こ
か
ら
受
け
る
評
価
を

別
の
属
性
と
し
て
本
人
の
属
性
の
中
に
加
え
る
結
果
に
な
る
事
実
が
人
格
権
に
と
っ
て
重
要
だ
と
考
え
る
。﹂
と
の
指
摘（

43
）は

、
同
様
の
問
題

意
識
を
有
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

　

こ
の
よ
う
に
、
氏
名
・
肖
像
等
の
人
の
属
性
は
、
一
方
で
財
産
的
利
益
で
あ
る
と
と
も
に
、
他
方
で
人
格
的
利
益
と
し
て
の
側
面
を
有
し

て
い
る
と
い
え
る
。
氏
名
・
肖
像
等
人
の
属
性
の
商
業
的
利
用
と
い
っ
て
も
、
必
ず
し
も
、
財
産
的
利
益
の
み
が
問
題
に
な
る
わ
け
で
は
な

く
、
財
産
的
利
益
と
人
格
的
利
益
が
分
離
さ
れ
る
こ
と
な
く
複
雑
に
交
錯
し
な
が
ら
保
護
を
求
め
て
い
る
の
が
現
状
で
あ
る
。
内
包
す
る
利

益
の
多
様
性
と
交
錯
を
考
え
る
と
、
パ
ブ
リ
シ
テ
ィ
の
権
利
を
人
格
権
と
別
個
の
権
利
と
し
て
と
ら
え
る
一
個
説
も
、
人
格
権
と
と
ら
え
る

一
個
説
も
、
保
護
さ
れ
る
利
益
の
実
態
を
と
ら
え
て
い
な
い
。
前
者
は
、
パ
ブ
リ
シ
テ
ィ
の
権
利
が
差
止
請
求
を
し
得
る
理
由
を
上
手
く
説

明
で
き
ず
、
後
者
は
、
譲
渡
性
に
つ
い
て
う
ま
く
説
明
で
き
ず
に
い
る
。

　

む
し
ろ
、
パ
ブ
リ
シ
テ
ィ
の
権
利
構
成
と
し
て
は
、
こ
の
よ
う
な
多
様
性
を
有
し
、
交
錯
す
る
利
益
状
況
を
端
的
に
と
ら
え
、
財
産
権
と

人
格
権
を
下
位
概
念
と
し
て
内
包
す
る
上
位
概
念
と
し
て
の
包
括
的
権
利
と
し
て
構
成
す
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か（

44
）。　

（
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P

rosser

教
授
は
、
そ
の
論
文
﹁
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
﹂
の
中
で
、
四
つ
の
類
型
が
い
ず
れ
も
人
格
的
な
権
利
で
あ
る
こ
と
を
認
め
、
且
つ
、

こ
れ
ら
四
つ
の
類
型
を
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の
権
利
と
い
う
共
通
の
名
（“com

m
on nam

e ”

）
で
括
っ
て
も
矛
盾
が
な
い
こ
と
を
明
ら
か
に
し

て
い
る
。
参
考
に
な
る
の
で
、
以
下
に
そ
の
ま
ま
引
用
す
る（

45
）。

　

T
here has nevertheless been a good deal of consistency in the rules that have been applied to the four disparate 

torts under the com
m

on nam
e. A

s to any one of the four, it is agreed that the plaintiff ’s right is personal one, 

w
hich does not extended to the m

em
bers of his fam

ily, unless as is obviously possible, their ow
n privacy is invaded 

along w
ith his.

⋮ It seem
s to be generally agreed that the right of privacy is one pertaining only to individuals, and 

that a corporation or a partnership cannot claim
 it as such, although either m

ay have an exclusive right to the use 

of its nam
e, w

hich m
ay be protected upon som

e other basis as such as that of unfai r com
petition.

　

包
括
的
権
利
（
名
称
と
し
て
は
、
人
格
権
）
の
内
容
と
し
て
は
、
①
氏
名
・
肖
像
等
の
人
の
属
性
に
関
す
る
財
産
的
権
利
、
②
人
格
的
自

律
権
（
自
己
決
定
権
）
―
氏
名
・
肖
像
等
の
人
の
属
性
に
関
す
る
人
格
的
権
利
、
③
人
格
価
値
そ
の
も
の
に
関
す
る
権
利
―
名
誉
権
、

私
生
活
の
平
穏
権
と
し
て
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
権
、
名
誉
権
、
環
境
権
な
ど
を
内
容
と
す
る
、
④
生
命
、
身
体
、
自
由
、
安
全
に
関
す
る
権
利

を
含
む
こ
と
に
な
ろ
う
。

　

こ
の
包
括
的
権
利
は
、
憲
法
上
の
幸
福
追
求
権
か
ら
導
き
出
さ
れ
た
権
利
と
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
憲
法
一
三
条
が
保
障
す
る
幸
福

追
求
権
は
、
個
別
の
基
本
権
を
包
括
す
る
基
本
権
で
あ
り
、
個
人
の
人
格
的
生
存
に
不
可
欠
な
利
益
を
内
容
と
す
る
権
利
の
総
体
と
い
わ
れ

て
い
る
が（

46
）、

こ
の
包
括
的
権
利
も
、
同
様
に
、
①
～
④
の
権
利
を
包
括
す
る
権
利
と
し
て
構
成
さ
れ
、
憲
法
上
の
幸
福
追
求
権
が
私
法
の
分

野
に
意
味
充
填
さ
れ
た
も
の
と
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
（
三
八
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た
だ
、
こ
の
よ
う
に
構
成
す
る
と
、
包
括
的
権
利
の
内
容
と
し
て
、
性
質
の
異
な
る
人
格
的
利
益
と
財
産
的
利
益
が
、
同
一
の
権
利
の
中

に
併
存
す
る
こ
と
が
問
題
に
な
り
う
る
。

　

し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
併
存
状
態
は
、
す
で
に
み
た
よ
う
にP

rosser

教
授
の
四
類
型
に
も
み
ら
れ
る
し
、
そ
の
他
に
も
、
最
近
の
人
格

権
及
び
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の
権
利
の
構
成
に
お
い
て
も
同
様
に
認
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
先
述
し
た
よ
う
に
、
人
格
権
も
財
産
的
利
益
を
保

護
し
う
る
と
の
五
十
嵐
教
授
の
指
摘
か
ら
も
併
存
す
る
こ
と
に
さ
ほ
ど
奇
異
な
も
の
は
な
い
の
で
は
な
い
か（

47
）。

　

繰
り
返
し
に
な
る
が
、
こ
の
構
成
は
、
ト
ム
・
ウ
ェ
イ
ツ
、
ベ
ッ
ト
・
ミ
ド
ラ
ー
、
タ
イ
ガ
ー
・
ウ
ッ
ズ
の
例
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
人

の
属
性
の
財
産
的
利
益
と
人
格
的
利
益
が
複
雑
に
絡
み
合
っ
て
い
る
状
態
を
端
的
に
と
ら
え
て
い
る
だ
け
で
な
く
、
差
止
請
求
を
認
め
る
理

由
も
譲
渡
性
を
認
め
る
理
由
も
上
手
く
説
明
で
き
る
。

　

今
後
、
更
な
る
議
論
の
積
み
重
ね
が
必
要
で
は
あ
る
が
、
保
護
す
べ
き
利
益
が
多
様
化
し
て
互
い
に
複
雑
に
絡
み
合
う
結
果
と
し
て
、
人

格
的
利
益
と
財
産
的
利
益
が
包
括
さ
れ
た
利
益
が
萌
芽
し
、
判
例
法
に
よ
り
こ
れ
ら
の
利
益
が
包
括
的
権
利
と
し
て
形
成
さ
れ
た
も
の
で
あ

る
と
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

な
お
、
プ
ロ
野
球
選
手
氏
名
肖
像
事
件
で
、
知
財
高
裁
は
、
パ
ブ
リ
シ
テ
ィ
の
権
利
を
﹁
人
は
、
生
命
・
身
体
・
名
誉
の
ほ
か
、
承
諾
な

し
に
自
ら
の
氏
名
や
肖
像
を
撮
影
さ
れ
た
り
使
用
さ
れ
た
り
し
な
い
人
格
的
利
益
な
い
し
人
格
権
を
固
有
に
有
す
る
と
解
さ
れ
る
が
、
氏
名

や
肖
像
に
つ
い
て
は
、
自
己
と
第
三
者
と
の
契
約
に
よ
り
、
自
己
の
氏
名
や
肖
像
を
広
告
宣
伝
に
利
用
す
る
こ
と
を
許
諾
す
る
こ
と
に
よ
り

対
価
を
得
る
権
利
（
い
わ
ゆ
る
パ
ブ
リ
シ
テ
ィ
権
。
以
下
﹁
肖
像
権
﹂
と
い
う
こ
と
が
あ
る
。）
と
し
て
処
分
す
る
こ
と
も
許
さ
れ
る
と
解

さ
れ
る
。﹂
と
定
義
し
た
。
こ
の
立
場
は
、
氏
名
・
肖
像
の
商
業
的
利
用
に
つ
い
て
、
氏
名
・
肖
像
が
人
格
権
の
一
内
容
で
あ
る
こ
と
を
前

提
に
、
そ
れ
を
﹁
宣
伝
広
告
に
利
用
す
る
こ
と
を
許
諾
す
る
こ
と
に
よ
り
対
価
を
得
る
権
利
﹂
と
し
て
処
分
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
構
成
し

た
も
の
で
あ
る
。
人
格
権
と
し
て
の
氏
名
・
肖
像
権
が
利
用
の
態
様
に
よ
っ
て
は
財
産
的
利
益
の
処
分
と
い
う
財
産
権
と
し
て
の
性
質
を
併

　
（
三
八
四
一
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せ
包
含
す
る
こ
と
を
認
め
た
も
の
で
あ
り
、
包
括
的
権
利
構
成
に
繋
が
る
考
え
を
示
し
た
も
の
と
し
て
評
価
で
き
る
（
知
財
高
裁
第
二
部
平

成
二
〇
年
二
月
二
五
日
判
決
Ｔ
Ｋ
Ｃ
法
律
情
報
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
）。

8　

具
体
的
課
題
に
つ
い
て

　

こ
の
よ
う
な
法
的
構
成
を
と
っ
た
場
合
、
例
え
ば
、
歌
手
の
歌
声
が
本
人
に
無
断
で
自
動
車
コ
マ
ー
シ
ャ
ル
に
利
用
さ
れ
た
と
し
て
、
不

法
行
為
に
基
づ
い
て
損
害
賠
償
を
請
求
す
る
場
合
は
、
こ
の
包
括
的
な
権
利
を
被
侵
害
利
益
と
構
成
す
れ
ば
足
り
る
。
権
利
の
性
質
が
財
産

的
権
利
で
あ
る
か
、
人
格
権
的
権
利
で
あ
る
か
に
関
わ
り
な
く
、
利
用
の
対
価
が
支
払
わ
れ
て
い
な
い
場
合
は
財
産
的
損
害
を
賠
償
請
求
す

れ
ば
よ
い
し
、
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
を
失
っ
た
こ
と
で
精
神
的
苦
痛
を
被
っ
た
場
合
は
精
神
的
損
害
を
賠
償
請
求
す
れ
ば
よ
い
の
で
は
な
か
ろ
う

か
。⑴　

差
止
請
求
に
つ
い
て

　

こ
の
権
利
は
、
人
格
権
と
し
て
の
包
括
的
権
利
と
し
て
そ
の
侵
害
に
対
し
て
は
、
差
止
請
求
を
認
め
る
べ
き
で
あ
る
。
た
だ
し
、
内
包
す

る
権
利
の
う
ち
財
産
的
権
利
の
部
分
の
み
を
譲
り
受
け
た
者
に
は
差
止
請
求
を
認
め
る
必
要
は
な
い
。

⑵　

譲
渡
性
に
つ
い
て

　

包
括
的
権
利
全
体
に
つ
い
て
は
一
身
専
属
性
を
根
拠
に
譲
渡
は
認
め
る
べ
き
で
は
な
い
が
、
財
産
的
権
利
に
関
す
る
部
分
に
つ
い
て
は
、

譲
渡
性
を
認
め
る
べ
き
で
あ
る
。

　
（
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⑶　

権
利
の
主
体
に
つ
い
て

　

譲
渡
性
の
議
論
と
同
様
に
、
包
括
的
権
利
全
体
に
つ
い
て
は
、
法
人
帰
属
を
認
め
る
べ
き
で
は
な
い
が
、
財
産
的
権
利
に
関
す
る
部
分
に

つ
い
て
は
、
球
団
、
プ
ロ
ダ
ク
シ
ョ
ン
等
の
法
人
に
よ
る
保
有
を
認
め
て
よ
い
。
た
だ
し
、
球
団
、
プ
ロ
ダ
ク
シ
ョ
ン
は
、
財
産
的
権
利
の

利
用
に
関
し
て
は
、
残
存
す
る
部
分
の
権
利
を
有
す
る
本
人
の
人
格
的
権
利
を
侵
害
し
て
は
な
ら
な
い
。

　

こ
の
権
利
の
帰
属
は
有
名
人
に
限
定
す
る
必
要
は
な
く
、
無
名
人
に
も
認
め
ら
れ
る
。
た
だ
し
、
無
名
人
の
パ
ブ
リ
シ
テ
ィ
の
価
値
に
は

財
産
的
利
益
が
な
い
場
合
が
多
い
で
あ
ろ
う
。

9　

表
現
の
自
由
と
の
関
係

　

冒
頭
に
紹
介
し
た
の
は
﹁
キ
ン
グ
・
ク
リ
ム
ゾ
ン
﹂
事
件
で
あ
る
が
、
東
京
高
裁
は
、﹁
専
ら
他
人
の
氏
名
、
肖
像
等
の
パ
ブ
リ
シ
テ
ィ

価
値
に
着
眼
し
て
そ
の
利
用
を
目
的
と
す
る
行
為
か
﹂
と
い
う
判
断
基
準
を
使
っ
て
、
ラ
ジ
オ
局
に
よ
る
パ
ブ
リ
シ
テ
ィ
の
権
利
の
侵
害
を

否
定
し
た
。
専
ら
パ
ブ
リ
シ
テ
ィ
価
値
に
着
眼
す
る
と
い
う
意
味
は
明
確
で
な
い
。
書
籍
の
内
容
が
氏
名
・
肖
像
等
の
パ
ブ
リ
シ
テ
ィ
価
値

の
み
に
依
存
し
、
他
に
付
加
さ
れ
た
価
値
が
認
め
ら
れ
ず
、
実
質
的
に
み
て
商
品
販
売
の
場
合
と
違
い
が
な
く
、
表
現
の
自
由
と
し
て
保
護

に
値
し
な
い
と
い
う
意
味
と
解
し
う
る
。
こ
れ
は
こ
れ
で
、
書
籍
出
版
と
商
品
販
売
行
為
を
識
別
す
る
基
準
と
し
て
は
有
効
で
あ
ろ
う
。
た

だ
、
表
現
行
為
の
内
容
に
立
ち
入
っ
て
そ
の
価
値
を
評
価
す
る
こ
と
は
、
表
現
の
自
由
の
保
障
を
弱
め
る
懸
念
が
否
め
な
い
し
、
表
現
の
自

由
と
パ
ブ
リ
シ
テ
ィ
の
権
利
が
衝
突
す
る
場
合
に
、
単
に
、
そ
の
書
籍
が
商
品
と
同
視
し
得
る
か
と
い
う
基
準
だ
け
で
は
判
断
基
準
と
し
て

は
一
面
的
で
あ
る
。

　

む
し
ろ
、
表
現
の
自
由
と
人
格
権
と
し
て
の
包
括
的
権
利
が
衝
突
し
て
い
る
と
と
ら
え
、
表
現
の
自
由
を
制
限
す
る
こ
と
に
よ
り
生
じ
る

　
（
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不
利
益
と
、
人
格
権
と
し
て
の
包
括
的
権
利
を
保
護
す
る
こ
と
に
よ
る
利
益
を
総
合
的
に
比
較
考
量
し
て
、
違
法
性
を
判
断
す
べ
き
で
あ
る
。

そ
し
て
、
財
産
的
利
益
と
し
て
の
パ
ブ
リ
シ
テ
ィ
価
値
が
侵
害
さ
れ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
場
合
は
、
表
現
の
自
由
を
優
先
し
て
保
護
す
べ
き

方
向
に
判
断
が
傾
く
こ
と
に
な
る
し
、
そ
う
で
な
く
、
自
律
的
自
己
決
定
の
権
利
等
の
人
格
的
利
益
が
侵
害
さ
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
む
し

ろ
パ
ブ
リ
シ
テ
ィ
の
権
利
の
保
護
を
優
先
さ
せ
る
べ
き
こ
と
に
な
る
。

　

書
籍
﹁
キ
ン
グ
・
ク
リ
ム
ゾ
ン
﹂
は
、
そ
の
紹
介
本
と
し
て
の
内
容
か
ら
み
て
、
た
と
え
、
ロ
ッ
ク
グ
ル
ー
プ
の
氏
名
・
肖
像
等
の
パ
ブ

リ
シ
テ
ィ
価
値
を
利
用
し
て
い
た
と
し
て
も
、
そ
の
内
容
は
付
加
的
価
値
を
含
む
も
の
で
あ
り
、
表
現
の
自
由
に
よ
り
保
護
さ
れ
る
べ
き
も

の
で
あ
っ
た
。
当
該
書
籍
は
パ
ブ
リ
シ
テ
ィ
価
値
を
か
な
り
利
用
し
て
い
た
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
が
、
そ
の
内
容
は
、
ロ
ッ
ク
グ
ル
ー
プ

の
同
一
性
を
傷
つ
け
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
し
、
ロ
ッ
ク
グ
ル
ー
プ
は
書
籍
﹁
キ
ン
グ
・
ク
リ
ム
ゾ
ン
﹂
と
関
連
づ
け
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
グ
ル
ー
プ
の
同
一
性
が
歪
め
ら
れ
て
も
い
な
か
っ
た
。
こ
の
観
点
か
ら
は
東
京
高
裁
が
と
っ
た
結
論
は
妥
当
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。

　

芸
能
人
の
肖
像
写
真
や
記
述
を
掲
載
し
た
雑
誌
の
出
版
が
パ
ブ
リ
シ
テ
ィ
の
権
利
を
侵
害
す
る
と
し
て
争
わ
れ
た
﹁
ブ
ブ
カ
﹂
事
件
（
東

京
高
裁
平
成
一
八
年
四
月
二
六
日
判
決　

判
時
一
九
五
四
―

四
七
）
で
、
裁
判
所
は
、﹁
芸
能
活
動
に
対
す
る
正
当
な
批
判
や
批
評
、
紹
介

に
つ
い
て
は
、
表
現
の
自
由
と
し
て
こ
れ
が
尊
重
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
﹂
と
し
つ
つ
、﹁
芸
能
人
と
し
て
の
活
動
の
ほ
か
に
こ
れ
に
﹃
関

連
す
る
事
項
﹄
を
紹
介
の
対
象
と
す
る
記
述
を
内
容
と
す
る
出
版
物
の
販
売
を
容
認
す
る
と
し
た
場
合
、
芸
能
活
動
の
内
容
面
（
演
技
、
歌

唱
力
な
ど
芸
能
の
本
来
的
部
分
）
よ
り
も
美
貌
、
姿
態
、
体
型
と
い
っ
た
外
面
に
記
述
の
中
心
が
向
け
ら
れ
、
芸
能
活
動
に
対
す
る
正
当
な

批
判
、
批
評
の
紹
介
の
域
に
と
ど
ま
ら
な
く
な
っ
た
り
、
当
該
芸
能
人
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
に
関
わ
る
こ
と
ま
で
も
芸
能
活
動
に
関
連
す
る
と

し
て
そ
の
す
べ
て
に
批
評
や
紹
介
が
及
ぶ
こ
と
に
な
っ
た
り
し
か
ね
な
い
の
で
あ
る
し
、
ま
た
、
そ
の
写
真
等
の
利
用
の
さ
れ
方
に
よ
っ
て

は
、
た
と
え
ば
読
者
の
性
的
関
心
に
訴
え
る
よ
う
な
紹
介
方
法
な
ど
そ
の
芸
能
人
の
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
イ
メ
ー
ジ
を
毀
損
し
、
汚
す
よ
う
な
逸

脱
も
生
じ
か
ね
ず
、
こ
れ
ら
の
事
態
が
表
現
の
自
由
と
し
て
許
さ
れ
る
べ
く
も
な
い
こ
と
は
明
ら
か
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。﹂
と
し
て
い
る

　
（
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が
、
氏
名
・
肖
像
等
の
人
格
的
利
益
に
配
慮
し
な
が
ら
、
表
現
の
自
由
の
限
界
を
明
ら
か
に
し
た
と
こ
ろ
が
評
価
で
き
る
。

　

ま
た
、
ほ
ぼ
同
じ
時
期
に
提
起
さ
れ
た
﹁
ア
ッ
ト
・
ブ
ブ
カ
﹂
事
件
（
東
京
地
裁
平
成
一
七
年
八
月
三
一
日
判
決　

判
タ
一
二
〇
八
―

二

四
七
）
に
お
い
て
、
裁
判
所
は
、﹁
制
定
法
上
の
根
拠
も
な
く
、
慣
習
と
し
て
も
成
立
し
て
い
る
と
は
い
え
な
い
パ
ブ
リ
シ
テ
ィ
権
を
認
め

る
に
は
慎
重
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
公
法
私
法
を
通
じ
た
法
の
一
般
原
則
と
み
ら
れ
る
正
義
・
公
平
の
原
則
、
信
義
則
、
比
例
原
則
等
に
照

ら
し
て
も
、
著
名
人
と
し
て
の
顧
客
吸
引
力
が
あ
る
こ
と
だ
け
を
根
拠
と
し
て
は
、
著
名
人
に
関
す
る
情
報
発
信
を
著
名
人
自
ら
が
制
限
し
、

又
は
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
で
き
る
権
利
が
あ
る
と
は
い
え
な
い
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。﹂
と
し
て
、﹁
著
名
人
が
、
こ
の
よ
う
な
情
報
発
信
が
違
法

で
あ
る
と
し
て
損
害
賠
償
請
求
（
場
合
に
よ
っ
て
は
差
止
請
求
）
が
で
き
る
の
は
、
著
名
人
に
関
す
る
肖
像
、
氏
名
そ
の
他
の
情
報
の
利
用

と
い
う
事
実
の
ほ
か
に
、
情
報
発
信
行
為
が
名
誉
毀
損
、
侮
辱
、
不
当
な
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
侵
害
な
ど
民
法
七
〇
九
条
に
規
定
す
る
不
法
行
為

上
の
違
法
行
為
に
該
当
す
る
場
合
、
著
名
人
の
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
を
商
品
化
し
た
り
広
告
に
用
い
る
な
ど
著
名
人
の
い
わ
ゆ
る
人
格
権
を
侵
害

す
る
場
合
を
は
じ
め
と
す
る
何
ら
か
の
付
加
的
要
件
が
必
要
で
あ
る
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。﹂
と
し
て
い
る
。
こ
の
基
準
の
妥
当
性
に
つ
い

て
は
議
論
が
あ
る
だ
ろ
う
が
、
表
現
の
自
由
と
の
関
係
で
よ
り
厳
格
な
基
準
を
採
用
し
て
い
る
と
こ
ろ
が
興
味
深
い
。

　

い
ず
れ
も
、
氏
名
・
肖
像
等
の
属
性
に
つ
い
て
自
律
的
自
己
決
定
権
に
配
慮
し
た
判
断
と
し
て
評
価
で
き
る
。

10　

む
す
び
に

　

パ
ブ
リ
シ
テ
ィ
の
権
利
は
、
氏
名
・
肖
像
等
の
人
の
属
性
が
有
す
る
パ
ブ
リ
シ
テ
ィ
価
値
の
商
業
的
利
用
を
排
他
的
に
支
配
す
る
権
利
と

し
て
、
実
際
に
、
有
名
人
の
属
性
を
財
産
的
権
利
と
し
て
保
護
し
、
商
品
化
ビ
ジ
ネ
ス
を
支
え
て
き
た
が
、
パ
ブ
リ
シ
テ
ィ
価
値
を
財
産
的

権
利
と
し
て
だ
け
と
ら
え
る
の
は
一
面
的
で
あ
る
。
パ
ブ
リ
シ
テ
ィ
の
権
利
を
上
位
概
念
と
し
て
の
包
括
的
権
利
に
内
包
す
る
権
利
の
ひ
と

　
（
三
八
四
五
）
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つ
と
し
て
と
ら
え
直
す
こ
と
で
、
氏
名
・
肖
像
等
の
人
の
属
性
が
、
人
格
的
利
益
と
し
て
の
性
質
を
有
し
な
が
ら
、
商
業
的
利
用
に
供
さ
れ

て
い
る
状
況
を
端
的
に
把
握
す
る
も
の
で
あ
り
、
よ
り
実
態
に
即
し
た
明
快
な
権
利
処
理
が
可
能
と
な
る
と
考
え
る
。

（
1
）　

芦
部
信
喜
・
高
橋
和
之
補
訂
﹁
憲
法
﹂（
第
四
版　

岩
波
書
店
）
一
八
一
頁
以
下
参
照
。

（
2
）　
﹁
宴
の
あ
と
﹂
事
件
（
東
京
地
裁
昭
和
三
九
年
九
月
二
八
日
判
決　

判
時
三
八
五
―

一
二
）

（
3
）　

お
ニ
ャ
ン
子
ク
ラ
ブ
事
件
（
東
京
高
裁
平
成
三
年
九
月
二
六
日
判
決　

判
例
時
報
一
四
〇
〇
号
三
頁
）。

（
4
）　

Sam
uel D

. W
arren &

 L
ouis D

. B
randeis, T

he R
ight of P

rivacy, 4 H
arvard L

aw
 R

eview
 193 

（1890

）

（
5
）　

M
ichael M

adow
, P

rivate O
w

nership of P
ublic Im

age 

（C
alifornia L

aw
 R

eview
 1993

）
は
、
パ
ブ
リ
シ
テ
ィ
の
権
利
の
生
成
の
歴
史
に
詳
し
い
。

（
6
）　

H
aelan L

aboratories, Inc. v. Topps C
hew

ing G
um

, Inc. 

（202 F.2d 866, 2
nd C

ir. 1953

）

（
7
）　

伊
藤
正
巳
﹁
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の
権
利
﹂（
岩
波
書
店　

一
九
六
三
年
）
一
五
〇
頁
は
、
肖
像
権
を
、
パ
ブ
リ
シ
テ
ィ
の
権
利
と
い
う
新
し
い
概
念
で
保
護
し
よ
う
と

す
る
こ
と
が
果
た
し
て
、
適
切
な
方
法
で
あ
る
か
ど
う
か
に
は
疑
問
が
残
る
、
と
し
な
が
ら
も
、﹁
俳
優
や
そ
の
他
の
人
気
稼
業
の
人
の
場
合
に
は
、
プ
ラ
イ
バ
シ
ー

と
い
う
人
格
権
の
要
素
が
稀
簿
に
な
り
、
財
産
的
権
利
的
な
面
が
強
く
な
っ
て
く
る
こ
と
を
認
め
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
あ
た
か
も
、
著
作
権
が
人
格
の
表
現
で
あ
り

な
が
ら
も
、
経
済
的
利
益
と
し
て
人
か
ら
独
立
し
て
法
的
な
客
体
と
な
る
よ
う
に
、
肖
像
権
も
ま
た
こ
の
よ
う
に
し
て
人
格
権
か
ら
脱
落
し
て
ゆ
く
場
合
が
あ
る
わ

け
で
あ
る
。﹂
と
し
て
、
こ
の
権
利
の
性
質
の
本
質
を
突
い
て
い
る
。

（
8
）　

M
elville B

. N
im

m
er, T

he R
ight of P

ublicity, L
aw

 and C
ontem

porary P
roblem

s 203p 

（1954

）
で
は
、“T

he right of publicity m
ust be recognized 

as a property 

（not a personal

） right ”

と
し
て
い
る
（
二
一
六
頁
）。

（
9
）　

N
im

m
er, Id p244, “It is unquestionably true that in m

ost instances a person achieves publicity values of substantial pecuniary w
orth only 

after he has expended considerable tim
e, effort, skill, and even m

oney. It w
ould seem

 to be a first principle of A
nglo-A

m
erican jurisprudence, 

an axiom
 of the m

ost fundam
ental nature, that every person is entitled to the fruit of his labors unless there are im

portant countervailing 

public considerations. ”

（
10
）　

W
illiam

 L
. P

rosser, P
rivacy, C

alifornia L
aw

 R
eview

 

（1960

）, p389, T
he law

 of privacy com
prises four distinct kinds of invasion of four 

different interests of the plaintiff, w
hich are tied together by the com

m
on nam

e, but otherw
ise have alm

ost nothing in com
m

on except that 

each represents an interference w
ith right of plaintiff, in the phrase coined by Judge C

ooley, “to be let alone. ”

　
（
三
八
四
六
）
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（
11
）　

P
rosser 

上
掲 p406, T

he interest protected is not so m
uch a m

ental as a proprietary one, in the exclusive use of plaintiff ’s nam
e and likeness 

as an aspect of his identity. It seem
s quite pointless to dispute over w

hether such a right is to be classified as “property. ” If it is not, it is at 

least, once it is protected by the law
, a right of value upon w

hich the plaintiff can capitalize by selling license.

（
12
）　

ld p.408.

（
13
）　

J. T
hom

as M
cC

arthy, the R
ights of P

ublicity and P
rivacy 

（2d. ed. 2000

）

（
14
）　

M
cC

arty, 
前
掲
一
―

二
六
、P

rosser seem
ed to view

 the label “R
ight of P

ublicity ” as redundant. P
erhaps this is because he w

as som
ew

hat 

equivocal as to the nature of the interest and injury involved. H
e view

ed his fourth “appropriation ” category as protecting both a com
m

ercial 

and a personal dignity interest, no m
atter w

hat label w
as attached. P

rosser 

上
掲, p415, T

he celebrity can undoubtedly com
plain of the 

appropriation of his nam
e or likeness for purposes of advertising, or the sale of a product, and so can the victim

 of an accident.

（
15
）　

A
lice H

aem
m

erli, W
hose w

ho? T
he C

ase for a K
antian R

ight of P
ublicity, D

uke L
aw

 Journal 383 

（1999

）, 

は
カ
ン
ト
哲
学
に
お
け
る
﹁
意
志
の
自

律
﹂
を
根
拠
に
、
パ
ブ
リ
シ
テ
ィ
の
権
利
を
人
の
自
律
権
に
基
づ
く
財
産
的
権
利
と
し
て
と
ら
え
る
。“E

ven m
ore broadly, this philosophical orientation 

perm
its us to reconceived the right of publicity as a freedom

-based property right w
ith both m

oral and econom
ic characteristics, rather than 

being forced to m
ake a dichotom

ous choice betw
een a privacy right concerned w

ith m
oral injury on the one hand, or a purely pecuniary 

publicity right on the other. ” M
ichael M

adow
, P

rivate O
w

nership of P
ublic Im

age: P
opular C

ulture and P
ublicity, C

alifornia L
aw

 R
eview

 125 

（1993

）, 

は
ポ
ス
ト
モ
ダ
ニ
ズ
ム
の
立
場
か
ら
、
有
名
人
の
イ
メ
ー
ジ
は
一
般
人
に
と
っ
て
も
同
時
代
に
生
き
る
人
間
と
し
て
自
己
を
表
現
す
る
た
め
に
必
要
な
要
素

で
あ
る
と
考
え
る
。”T

he w
hole postm

odern m
ovem

ent in m
usic and art, as in everyday life, is one in w

hich pre-existing w
orks and im

ages are 

consciously and openly appropriated, rew
orked, and recycled. ”

（
16
）　

T
he R

ight of P
ublicity and A

utonom
ous Self-D

efinition, U
niversity of P

ittsburgh L
aw

 R
eview

 V
ol. 67 225

（2005

）, p281, “the choices w
e 

m
ake w

ith respect to the cultural objects and im
ages w

e incorporate into our lives play an im
portant role in reflecting our personalities. ”

（
17
）　

M
cK

enna

前
掲
二
八
〇
頁
は
、
パ
ブ
リ
シ
テ
ィ
の
権
利
を
財
産
的
権
利
と
し
な
が
ら
も
、
人
格
的
権
利
（M

oral R
ights

）
と
し
て
の
側
面
に
着
眼
す
る
。“T

hus, 

w
hile it m

akes som
e sense to conceptualize a right to prevent unauthorized uses of one ’s identity as “independent ” of the right to privacy, a 

better distinction w
ould have been betw

een all identity appropriation claim
s, w

hether by celebrities or private citizens, on the one hand, and 

traditional privacy claim
s on the other hand. ”

　
（
三
八
四
七
）



パ
ブ
リ
シ
テ
ィ
の
権
利
の
包
括
性
に
つ
い
て

�

八
三
〇

同
志
社
法
学　

六
〇
巻
七
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（
18
）　

W
aits v. F

rito-L
ay, Inc., 978 F

 2d. 1093 

（9
th C

ir 1992

）, B
ette M

idler v. F
ord M

otor C
om

pany, 849 F.2d 460

（9
th C

ir. 1988

）.
（
19
）　

M
cK

enna 

前
掲 p282.

（
20
）　

大
家
重
夫
﹁
人
格
権
と
パ
ブ
リ
シ
テ
ィ
権
﹂（
特
許
研
究　

一
九
九
〇
年
一
〇
月
）
一
〇
頁
、
は
﹁
肖
像
・
氏
名
は
、
人
格
と
の
結
び
つ
き
が
深
い
か
ら
、
そ
の
有

名
人
が
嫌
い
な
商
品
の
広
告
に
も
、
一
定
の
金
額
を
支
払
え
ば
使
用
で
き
る
と
い
う
結
論
は
容
認
し
が
た
い
。﹂
と
し
て
同
様
の
問
題
意
識
を
有
し
て
い
る
。

（
21
）　

お
ニ
ャ
ン
子
ク
ラ
ブ
事
件
（
東
京
高
裁
平
成
三
年
九
月
二
六
日
判
決　

判
例
時
報
一
四
〇
〇
号
三
頁
）。
わ
が
国
で
パ
ブ
リ
シ
テ
ィ
の
権
利
と
い
う
名
称
を
初
め
て

使
用
し
た
判
例
は
光
Ｇ
Ｅ
Ｎ
Ｊ
Ｉ
事
件
（
東
京
地
裁
平
成
元
年
九
月
二
七
日
判
決　

判
時
一
三
二
六
―

一
三
七
）
で
あ
る
。

（
22
）　

マ
ー
ク
・
レ
ス
タ
ー
事
件
判
決
（
東
京
地
裁
昭
和
五
一
年
六
月
二
九
日
判
決　

判
例
時
報
八
一
七
―

二
三
）
で
は
、
パ
ブ
リ
シ
テ
ィ
の
権
利
と
い
う
名
称
は
使
わ
れ

て
い
な
い
が
、﹁
俳
優
等
は
、自
ら
か
ち
得
た
名
声
の
故
に
、自
己
の
氏
名
や
肖
像
の
対
価
を
得
て
第
三
者
に
専
属
的
に
利
用
さ
せ
う
る
利
益
を
有
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
は
、
氏
名
や
肖
像
が
、
⋮
⋮
人
格
的
利
益
と
は
異
質
の
、
独
立
し
た
経
済
的
利
益
を
有
し
て
い
る
。﹂
と
し
て
い
る
。
阿
部
浩
二
﹁
パ
ブ
リ
シ
テ
ィ
の
権
利
と

不
当
利
得
﹂（
注
釈
民
法
一
八
巻
五
五
四
頁
、
五
六
一
頁　

有
斐
閣
）
は
、
パ
ブ
リ
シ
テ
ィ
の
権
利
を
﹁
一
種
の
財
産
的
権
利
﹂
で
あ
る
と
し
、﹁
パ
ブ
リ
シ
テ
ィ
の
権

利
に
お
い
て
は
、“right to be let alone ” 

と
い
う
よ
り
は “right to be free from

 com
m

ercial exploitation ” 

が
重
要
に
な
る
。﹂
と
い
うH

. G
ordon

の
見
解

を
引
用
し
た
う
え
で
、﹁
パ
ブ
リ
シ
テ
ィ
の
価
値
が
問
題
に
さ
れ
る
と
き
は
、
人
の
精
神
・
感
情
に
対
す
る
侵
害
（injury to feelings

）
は
二
次
的
な
考
察
の
対
象
に

な
る
に
過
ぎ
な
い
﹂
と
す
る
。
ま
た
、
牛
木
理
一
﹁
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
の
法
的
保
護
に
つ
い
て
﹂（
著
作
権
研
究
五
五
号
三
五
頁
）
は
、﹁
氏
名
や
肖
像
の
営
利
的
使
用
に

つ
い
て
、
こ
れ
を
純
粋
な
私
事
へ
の
介
入
と
い
う
人
格
権
侵
害
の
面
か
ら
考
え
る
よ
り
も
、
む
し
ろ
第
一
義
的
に
は
そ
の
商
品
的
価
値
を
見
て
財
産
的
権
利
侵
害
で

あ
る
と
考
え
た
方
が
適
当
と
な
り
ま
す
。﹂
と
し
て
い
る
。
竹
田
稔
﹁
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
侵
害
と
民
事
責
任
（
八
）﹂
判
例
時
報
一
三
六
三
号
五
頁
は
、﹁
氏
名
、
肖
像
の

有
す
る
財
産
的
価
値
を
利
用
す
る
権
利
で
あ
る
﹂
と
し
、
ま
た
、﹁
排
他
性
の
あ
る
財
産
権
で
あ
る
﹂
と
も
い
う
（
同
六
頁
）。

（
23
）　

大
家
重
夫
前
掲
九
頁
。

（
24
）　

五
十
嵐
清
﹁
人
格
権
法
概
説
﹂（
有
斐
閣　

二
〇
〇
三
年
）
一
八
六
頁
。

（
25
）　

斉
藤
博
﹁
氏
名
・
肖
像
の
商
業
的
利
用
に
関
す
る
権
利
﹂（
特
許
研
究
一
五
、
一
九
九
三
年
）
二
〇
頁
。

（
26
）　

こ
の
点
、
五
十
嵐
前
掲
一
八
六
頁
参
照
。

（
27
）　

井
上
由
里
子
﹁
パ
ブ
リ
シ
テ
ィ
の
権
利
の
再
構
成
﹂（
現
代
企
業
法
学
の
研
究　

二
〇
〇
一
年
）。

（
28
）　

五
十
嵐
清
前
掲
一
五
〇
頁
に
よ
る
と
、
一
九
二
〇
年
鳩
山
秀
夫
に
よ
り
始
め
て
承
認
さ
れ
た
。

（
29
）　

家
庭
用
サ
ウ
ナ
新
聞
広
告
事
件
（
東
京
地
裁
平
成
元
年
八
月
二
九
日
判
決　

判
例
時
報
一
三
三
八
―

一
一
九
）。
な
お
、
肖
像
を
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の
権
利
と
し
て
保

　
（
三
八
四
八
）
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護
し
て
い
る
下
級
審
判
例
も
存
在
す
る
（
東
京
地
裁
平
成
一
七
年
一
〇
月
二
七
日
判
決　

判
時
一
九
二
七
―

六
八
）。

（
30
）　

大
家
重
夫
﹁
雑
誌
の
記
事
や
写
真
に
﹃
パ
ブ
リ
シ
テ
ィ
件
﹄
を
認
め
た
判
決
―
ブ
ブ
カ
・
ス
ペ
シ
ャ
ル
七
事
件
﹂（
コ
ピ
ラ
イ
ト
二
〇
〇
六
―

一
二
―

三
五
）
で
詳

し
く
分
類
さ
れ
て
い
る
。

　
　
　

大
新
聞
会
長
ガ
ウ
ン
姿
事
件
（
東
京
地
裁
平
成
一
七
年
一
〇
月
二
七
日
判
決　

判
時
一
九
二
七
―

六
八
）、
フ
ォ
ー
カ
ス
人
違
い
事
件
（
東
京
地
裁
昭
和
六
二
年
六

月
一
五
日
判
決　

判
時
一
二
四
三
―

五
四
）
な
ど
。

（
31
）　

ボ
ン
基
本
法
一
、
二
条
参
照
。
斉
藤
博
﹁
人
格
権
法
の
研
究
﹂（
一
粒
社　

一
九
七
四
年
）
九
九
頁
。

（
32
）　

加
藤
雅
信
﹁
新
民
法
体
系　

事
務
管
理
・
不
当
利
得
・
不
法
行
為
﹂（
有
斐
閣　

二
〇
〇
五
年
）
一
八
八
頁
。
五
十
嵐
前
掲
一
九
頁
以
下
で
は
、
人
格
権
が
包
括
的

な
概
念
で
あ
る
と
し
、
そ
の
類
型
と
し
て
は
、
生
命
・
身
体
・
健
康
な
ど
人
間
の
身
体
的
属
性
に
対
す
る
権
利
と
し
て
の
身
体
的
人
格
権
、
お
よ
び
名
誉
権
・
氏
名
権
・

肖
像
権
・
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
権
な
ど
を
中
心
と
し
た
精
神
的
人
格
権
と
す
る
。

（
33
）　

平
井
宜
雄
﹁
債
権
各
論
Ⅱ
不
法
行
為
﹂（
弘
文
堂　

一
九
九
二
年
）
一
〇
七
頁
。

（
34
）　

加
藤
雅
信
前
掲
同
頁
。

（
35
）　

加
藤
雅
信
前
掲
二
三
一
頁
。

（
36
）　

A
lan F. W

estin, P
rivacy and F

reedom
 

（1967

）. A
. R

. M
iller, T

he A
ssault on P

rivacy 

（1971

）.　

詳
し
く
はM

cK
enna

前
掲
参
照
。P

avesich v. N
ew

 

E
ngland L

ife Insurance C
o., 50 S.E

. 68 

（G
a. 1905

）
は
、
無
名
人
の
肖
像
が
知
ら
な
い
間
に
保
険
会
社
の
広
告
に
使
用
さ
れ
て
い
た
と
い
う
事
案
で
あ
っ
た
が
、

当
該
無
名
人
が
欲
し
な
い
広
告
を
し
た
こ
と
は
感
情
を
害
す
る
と
し
て
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の
権
利
の
侵
害
を
認
め
た
。
ま
た
、
堀
部
政
男
﹁
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
と
高
度
情

報
化
社
会
﹂（
岩
波
新
書　

一
九
八
八
年
）
に
詳
し
い
。

（
37
）　

註
2
前
掲
。

（
38
）　

ノ
ン
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
作
品
に
服
役
し
事
実
が
掲
載
さ
れ
た
﹁
逆
転
﹂
事
件
（
平
成
六
年
二
月
八
日
三
小
判
決　

民
集
四
八
―

二
―

一
四
九
、
判
時
一
五
九
四
―

五
六
）

で
、
最
高
裁
は
、﹁
有
罪
判
決
を
受
け
、
服
役
し
た
と
い
う
事
実
は
、
そ
の
者
の
名
誉
あ
る
い
は
信
用
に
直
接
に
関
わ
る
事
項
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
も
の
は
み
だ
り
に

右
の
前
科
等
に
関
わ
る
事
実
を
公
表
さ
れ
な
い
こ
と
に
つ
き
、
法
的
保
護
に
値
す
る
利
益
を
有
す
る
。﹂
と
し
た
が
、
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の
権
利
と
い
う
名
称
を
使
用
し

な
か
っ
た
。
な
お
、
小
説
の
中
で
、
顔
の
腫
瘍
や
父
の
犯
罪
歴
が
公
表
さ
れ
た
﹁
石
に
泳
ぐ
魚
﹂
事
件
で
、
最
高
裁
（
平
成
一
四
年
九
月
二
四
日
三
小
判
決　

民
集

二
〇
七
―

二
四
三
、
判
時
一
八
〇
二
―

六
〇
）
は
、﹁
名
誉
を
毀
損
さ
れ
、
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
及
び
名
誉
感
情
が
侵
害
さ
れ
た
も
の
と
認
め
ら
れ
る
﹂
と
し
て
、
プ
ラ
イ
バ

シ
ー
の
名
称
は
使
用
し
て
い
る
が
、
人
格
権
の
侵
害
を
認
め
た
原
審
の
判
断
を
そ
の
ま
ま
認
容
し
て
い
る
。

　
（
三
八
四
九
）



パ
ブ
リ
シ
テ
ィ
の
権
利
の
包
括
性
に
つ
い
て

�

八
三
二

同
志
社
法
学　

六
〇
巻
七
号

（
39
）　

芦
部
信
喜
・
高
橋
和
之
補
訂
、
註
一
前
掲
。
佐
藤
幸
治
﹁
憲
法
﹂（
青
林
書
院
新
社　

一
九
八
〇
年
）
三
一
六
、
三
一
八
頁
。

（
40
）　

潮
見
佳
男
﹁
債
権
各
論
Ⅱ
不
法
行
為
法
﹂（
新
世
社　

二
〇
〇
五
年
）
一
八
五
頁
。

（
41
）　

松
井
茂
記
﹁
肖
像
権
侵
害
と
表
現
の
自
由
﹂（
民
商
法
雑
誌
一
二
七
―

三
―

一
）
は
、
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の
権
利
を
自
己
の
情
報
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
権
利
と
と
ら
え

て
い
る
。

（
42
）　

潮
見
前
掲
。
五
十
嵐
前
掲
。

（
43
）　

北
村
行
夫
﹁
顧
客
吸
引
力
理
論
の
破
綻
と
パ
ブ
リ
シ
テ
ィ
権
利
論
の
再
構
築
﹂（
コ
ピ
ラ
イ
ト
二
〇
〇
三
・
五
）
一
九
頁
。

（
44
）　

M
ark P. M

cK
enna, 

前
掲 p. 280 “T

hus, w
hile it m

akes som
e sense to conceptualize a right to prevent unauthorized uses of one ’s identity as 

“independent ” of the right to privacy, a better distinction w
ould have been betw

een all identity appropriation claim
s, w

hether by celebrities or 

private citizens, on the one hand, and traditional privacy claim
s on the other hand. ”

（
45
）　

Id p. 408.

（
46
）　

芦
部
信
喜
・
高
橋
和
之
補
訂
前
掲 p. 116.

（
47
）　

花
本
広
志
﹁
芸
能
人
の
写
真
等
の
公
表
・
雑
誌
掲
載
と
情
報
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
権
・
パ
ブ
リ
シ
テ
ィ
権
の
侵
害
﹂（
私
法
判
例
リ
マ
ー
ク
ス
三
五　

二
〇
〇
七
下
）
六

四
頁
は
、﹁
パ
ブ
リ
シ
テ
ィ
権
と
は
、
自
己
の
個
人
識
別
情
報
の
商
業
的
利
用
を
排
他
的
に
許
諾
す
る
こ
と
の
で
き
る
法
的
地
位
で
あ
り
、
自
己
決
定
権
と
し
て
の
人

格
権
そ
の
も
の
で
あ
る
が
、
現
代
で
は
、
人
格
権
で
す
ら
感
化
の
対
象
と
な
り
う
る
こ
と
か
ら
、
財
産
的
権
利
と
し
て
の
性
質
を
併
せ
も
つ
。﹂
と
し
て
同
様
の
考
え

方
を
示
し
て
い
る
。

　
（
三
八
五
〇
）


